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自治体の住宅補助政策は子育て世帯の転入を促進するか1 

―大阪府の市町村別パネルデータを用いた分析― 

 

 

要旨 

様々な自治体において、特に若い世代を対象に、住宅に関する費用を補助する政策が行わ

れている。本稿ではこのような政策を住宅補助政策と定義し、子育て世帯の転入を促進する

かどうかを EBPM のために検証する。分析にあたっては、大阪府の市町村が実施してきた

住宅補助政策を独自に調査して得られたパネルデータを用い、固定効果モデルを適用する。

分析の結果、都市的環境の指標と考えられる商業・近隣商業地域の割合が一定以上の市町村

では、住宅補助政策が転入促進効果を持つ可能性が高いことが分かった。この効果の背景と

しては、住宅補助政策によって居住に関するコストが低下し、移住の投資的価値が高まるこ

とが考えられる。 

 

 

キーワード 

EBPM（Evidence Based Policy Making）、移住促進、住宅、大阪府、パネル分析 

 

 

 

執筆者氏名 

大阪大学法学部国際公共政策学科 

4 年生 田原迫まどか（たはらさこまどか） 

2 年生 野元聡真（のもとそうま） 

 

                                                     
1 謝辞 

本稿の執筆にあたり、小原美紀教授（大阪大学）および多くのゼミ生の方々から有益な助言を頂いた。また、データ作

成にあたり、大阪府内市町村の職員の方々から多大なるご協力を賜った。この場を借りて、感謝の意を表したい。 



2 

第 1章 はじめに 

 

近年、少子化・東京一極集中による高齢化・人口減少は、多くの自治体に共通する課題と

なっている。これは大阪府においても例外ではない。『平成 29 年大阪府の推計人口』（大阪

府総務部統計課）によれば、大阪府の総人口は平成 23 年以降 7 年連続で減少している。高

齢化率は、大阪府全体では約 26.6％2であり、全国平均の 27.7％3よりわずかに低い。しかし、

高齢化率は市町村によって大きく異なり、最も高い千早赤阪村では 42.0％にもなる（図 1）。

このように、同一都道府県内でも市町村により人口問題の状況が異なることは珍しくない。 

これに対し、国は市町村が独自の対策を行うことを推奨してきた。特に平成 26 年に閣議

決定された「まち・ひと・しごと創生戦略」では、全ての市町村が人口問題について政策目

標と施策を策定することが義務づけられ、独自の取組に対して交付金が支給されている。こ

うした背景もあり、自治体による若年層の移住・定住促進の試みは増えてきた。 

自治体による移住・定住促進政策の例として、住宅取得・賃借または引っ越しの費用の補

助や、固定資産税の減税がある。本稿ではこのような制度を「住宅補助政策」と定義づける。

移住・定住促進の取組のなかでも、住宅補助政策は多くの市町村で実施されている政策であ

る。東日本を調査対象にした牧山ら（2014）によると、調査時点において住宅補助政策を行

っている市町村の数は、何らかの移住促進取組を行っている市町村のうち約半数に及んだ。 

近年、科学的根拠に基づいた政策の実施（EBPM, Evidence Based Policy Making）が求めら

れており、住宅補助政策についても例外ではない。限られた財源を効率的に用いるためには、

政策の効果を科学的に評価することが重要である。しかし、住宅補助政策の有効性を検証す

る研究は、これまでに行われていない。 

このような背景を踏まえ、本稿では「自治体の住宅補助政策は子育て世帯の転入率を上げ

るか」という仮説を検証する。手法は、大阪府内市町村のデータを用いたパネル分析である。

分析の結果、「都市的環境の指標と考えられる商業・近隣商業地域の割合が一定以上の市町

村では、住宅補助政策が転入促進効果を持つ可能性が高い」ということが明らかとなった。 

本研究の独自性は大きく以下の 4 点である。本研究の最も大きな独自性は、自治体の住宅

補助政策が人口移動に与える影響を定量的に分析する点にある。市町村の住宅補助政策の

内容や実施年度の一覧はこれまで作成されておらず、住宅補助政策の有効性を検証するこ

                                                     
2 大阪府総務部統計課『平成 29 年大阪府の推計人口』より筆者が算出 
3 内閣府『平成 30 年高齢社会白書』より引用 
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とは困難であった。これに対し、筆者は住宅補助政策に関する情報を収集し、独自のパネル

データを作成した。これにより、住宅補助政策の効果を定量的に分析して EBPM に貢献で

きる。 

第二に、本研究はパネル分析を用いる点にも独自性がある。本研究では、パネル分析を行

うことで，時間に依存しない都市の特徴もコントロールしている。それにより、OLS では考

慮できない内生性の問題を克服し、真の政策効果を実証している可能性が高くなっている。

EBPM においては統計結果が真の政策効果を測れているかが重要であるため、内生性が考

慮された政策分析は EBPM において大きな意義を持つ。 

第三に、分析対象を子育て世帯に限定する点が挙げられる。先行研究には、移動者の年齢

を区別しない研究が多い。しかし、年齢によって人口移動に与える要因は異なると考えられ

るため、子育て世帯のみを分析対象とすることで得られる知見は大きい。 

第四に、大阪府の市町村で実施されている住宅補助政策を、網羅的に整理した点が挙げら

れる。自治体の諸政策は複数部署に担当が分けられており、担当職員も数年内に入れ替わる

のが通例である。大阪府も住宅補助政策の一覧は作成しておらず、従来行われてきた政策に

関する情報の収集は容易ではない。しかし、このような情報は、政策の実施・継続を検討す

るうえで、政策担当者にとって重要性が高いものであると考えられる。 

本稿の構成は以下の通りである。第 2 章では、大阪府における転出入の状況を概観し、

各市町村の住宅補助政策を紹介する。第 3 章では、人口移動・居住地選択に関する先行研

究と本稿の位置づけを説明する。第 4 章では仮説を検証するための推定モデルとデータに

ついて説明し、第 5 章では分析結果を提示する、第 6 章では、分析結果の考察と本研究の

政策的含意に言及する。最後に、第 7 章では、本稿における結論と今後の課題を示す。 

 

図 1 2017年の大阪府内市町村における高齢化率の分布 

注：総務省『平成 29年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査』を用いて筆者が作成。 
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第２章 政策的背景―大阪府における人口移動と住宅補助政策 

 

まず、大阪府内市町村での転出入の概観を把握する。大阪府下で実施されている住宅補助

政策の多くが 40 歳未満を対象としているため、ここでは 40 歳未満の転出入に注目する。 

図 2-1 を見ると、半数以上の市町村で転入超過率がマイナスの値をとっていることがわか

る。これは、大阪府の半数以上の自治体で、転出が転入を上回っていることを示す。また、

転入率に注目すると、市町村によってその値が様々に異なっていることがわかる。 

 

図 2-1 2017年の大阪府内市町村における、40歳未満の転入超過率と転入率の分布 

注：1）総務省『平成 29 年度住民基本台帳人口移動報告』と総務省『住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数調査』を用いて筆者が作成。 

2）転入率と転入超過率はそれぞれ、転入者数、（転入者数－転出者数）を人口で除して求めた

ものである。 

 

このような状況を鑑み、若年層の移住・定住を促す様々な政策が、各地域の現状に応じて

実施されている。本稿では、それらのうち、住宅に関する補助金制度や減税制度をまとめて

「住宅補助政策」と定義づけ、その有効性に注目する。しかし、各自治体が実施している移

住・定住促進政策をまとめた資料等は筆者の知るところ存在せず、大阪府への問い合わせに

よると、府も各市町村の実施政策を把握していないという。そこで筆者は、各市町村への問

い合わせや、国立国会図書館により保存されている市町村のホームページの閲覧等の情報

収集により、近年大阪府下で実施されてきた住宅補助政策を網羅的に整理した。本稿末尾の

表 2-2 は、2010 年以降に大阪府内の市町村で独自に実施されてきた住宅補助政策の一覧で

ある。ただし、住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネ化に関する補助制度は、直接的に若

年層の移住・定住促進に結びつくものではないと考え、本稿における住宅補助政策の定義か

ら除外している。 
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独自の住宅補助を実施する自治体は、2010 年時点では大阪市と堺市のみであったが、2018

年時点では 26 市町村となっている。このような実施自治体の増加には、新婚世帯を対象に

した「結婚新生活支援事業」に活用される地域少子化対策重点推進交付金や、まち・ひと・

しごと創生戦略が関係していると考えられる。 

補助の対象となる経費には、住宅取得費用・住宅賃借費用・リフォーム費用のうちいずれ

かまたは複数を指定する市町村が多い。他に、引っ越し費用や利子を補助の対象とする場合

や、固定資産税の免除を行う場合もある。さらに、表には記載していないが、補助金等の利

用者に対し、提携銀行が住宅・リフォームローンの金利引き下げを行う自治体もある。住宅

補助政策の補助金額の上限は主に対象経費によって大きく異なり、2 万円の自治体もあれば

100 万円の自治体もある。また、現金ではなく商品券やポイントを付与する自治体もある。 

補助の対象となる世帯は、若年夫婦や子育て世帯が多い。年齢や子どもの有無以外の受給

の条件としては、親世帯との同居・近居や市外からの転入を設定するものが、複数の制度に

おいて見受けられる。それらが受給の必須条件でない制度においても、親との同居・近居や

転入を行う世帯に対しては、補助額が可算される場合がある。これは、少子化問題・高齢化

問題に同時にアプローチできるとともに、若年層の U ターンを呼びかけることが効率的で

あるためだと考えられる。 

以上より、大阪府下では住宅補助を実施する市町村が増えているが、それぞれの制度は対

象経費や補助額、受給の条件に関して様々に異なっている。しかし、親との同居・近居を奨

励するなど、多数の市町村間に共通する傾向も見られる。 

 

第 3章 人口移動・居住地選択に関する先行研究 

 

本研究の検証仮説は、「自治体の住宅補助政策は子育て世帯の転入率を上げるか」である。

この仮説の背景となる理論研究として、Sjaastad（1962）が挙げられる。この研究によると、

人々は様々な地域への移動による金銭的または非金銭的な利益と損失を勘案し、移動とい

う投資の現在価値が最大となる場合に特定の地域に移動する。住宅補助政策が実施される

市町村では、住宅にかかるコストの低下により、その市町村へ移住する価値が高まることで、

移動の目的地として選択されやすくなる可能性がある。 

住宅補助政策以外にも、様々な要因が人口移動における利益または損失となりうる。その

ため、住宅補助政策が人口移動に与える影響を分析する場合、他の要因による影響を考慮す
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ることが重要である。以降では、人口移動・居住地選択の要因を、経済的要因、自然環境要

因、社会環境要因の 3 つに分類し、それぞれに関する先行研究を挙げる。 

経済的要因としては、所得や住宅費が挙げられる。所得に関する先行研究は多く、Bowles

（1970)や Greewood & Sweetland（1972）は、人々は所得の高い地域に流入することを指摘

している。日本においても、同様の結果が石川（1978）や伊藤（2006）によって得られてい

る。住宅費については、その金額が相対的に高い地域への人口移動は少ないことが、多くの

研究によって支持されている（Cebula, 1978; Plantinga et al., 2013; Jeanty et al.; 2010; Sasser, 

2010）。伊藤（2007）も、地価が高い場合にその地域への移動が抑制されるとしている。 

自然環境要因としては、気候や自然の豊かさが挙げられる。Graves（1979）は、気温の変

動が多い地域や湿度が高い地域への移動は少ないことを示している。日本においても、當麻

（2016）は、自然の豊かな地域や気温の低い地域に加え、気温または降水日数が出発地と似

ている地域への移動が多いと結論づけている。また、伊藤（2006）によると、特定の年齢層

は温暖な地域へ移動しやすい。 

社会環境要因としては、生活の利便性や地域の政策が挙げられる。たとえば谷垣（2016）

は、幼稚園数や診療所数が転入を促進するという分析結果を示している。一方、松本・松下 

（2002）は保育所の定員数、張ら（2016）は幼稚園数・保育園数や一般病院・診療所数が多

いと、若年層の移住が抑制されるとしている。地域の政策については、Cebula (1978)が、自

治体の教育費や福祉費といった支出が、黒人の転入に正の影響を与えることを示している。

日本においても、谷垣（2016）が、児童福祉費が一時的に転入を促進していたことを示して

いる。一方、中澤ら（2015）によると、児童福祉費における所得補助は子どもの転入に影響

しない。このように、地域の歳出が人口移動に与える影響を分析する先行研究は見られるが、

特定の政策の効果を検証して EBPM に貢献するものは少ない。とりわけ、住宅補助政策の

効果を検証するものは、筆者の知る限り存在しない。 

本研究の独自性は以下の 4 点である。第一に、独自のデータを用いて住宅補助政策が人口

移動に与える影響を定量的に分析する点にある。住宅補助政策の効果は、これまで科学的に

検証されていない。第二に、パネル分析を用いて時間に依存しない都市の特徴をコントロー

ルする点である。Sasser（2010）は固定効果モデルで分析しているが、ほとんどの先行研究

はクロスセクションデータを利用している。第三に、分析対象を子育て世帯に限定する点が

挙げられる。移動に影響する要因の年齢差が Graves（1979）などによって示されているが、

若い世代の移動に着目している研究は少ない。第四に、大阪府下で実施されている住宅補助
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政策を、市町村別に網羅的に整理した点が挙げられる。 

 

第 4章 推定モデルとデータ 

 

第 1節 推定モデル 

検証仮説は、「自治体の住宅補助政策は子育て世帯の転入率を上げるか」である。子ども

を持つ世帯のみを対象とする住宅補助政策が少なくないため、子育て世帯を対象としてい

る。また、転出減も目的としている政策があるが、転入世帯のみを対象とする住宅補助政策

が複数存在するため、転入超過率でなく転入率への影響を分析する。 

 分析には、2010～2016 年の 7 時点における大阪府内全 43 市町村のパネルデータを用い、

固定効果モデルを適用する。2010 年を始点とするのは、それ以前の市町村の年齢別転入率

のデータが入手できないからである。固定効果モデルを用いるのは、各市町村の性質をコン

トロールすることで、内生性、すなわち説明変数と誤差項が相関するという問題が解決され

るからである。もし内生性があれば、政策の真の因果効果を計測することはできない。たと

えば、市町村のある特徴が住宅補助政策の実施と転入率の双方を促進する場合、その特徴に

よる影響を取り除かなければ、住宅補助政策の効果を過大推定してしまう。固定効果モデル

では、観測されない都市の特徴もコントロールすることで、内生性を解決することができる。 

推定式の被説明変数には、15 歳未満人口の転入率を子育て世帯の転入率の代理変数とし

て使用する。代理変数を用いるのは、子育て世帯の転入に関する各年のデータが存在しない

ためである。15 歳未満の子どもが保護者を伴わずに転入することは少ないと考えられるの

で、15 歳未満人口の転入率は子育て世帯の転入率に近い値であると推測される。 

説明変数は、住宅補助ダミーとする。これは、住宅補助政策を実施している場合に 1、そ

うでなければ 0 の値をとる変数である。コントロール変数には、年ダミー、1 期前の 15 歳

未満人口 1 人あたり児童福祉費、5 歳未満人口 1 人あたり保育所定員数、15 歳未満人口千

人あたり小・中学校数、人口千人あたり診療所数を用いる。児童福祉費を用いるのは、育児

支援策の支出が児童福祉費に分類されるために、育児支援策が移住に与える影響をある程

度コントロールできると考えられるからである。また、1 期前の値を用いるのは、子育て世

帯の転入が児童福祉費に与える影響を取り除くためである。保育所定員数、小・中学校数、

診療所数は、子どもの生活に関わる利便性をコントロールするために用いる。ただし、これ

らの変数は全て計算過程により人口規模に大きく依存するので、個別にモデルに取り入れ
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る。児童福祉費のみコントロールするモデルをモデル 1、児童福祉費に加えて保育所定員数、

小・中学校数、診療所数をコントロールするモデルを、それぞれモデル 2、モデル 3、モデ

ル 4 とする。 

他の要因をコントロール変数としてモデルに入れないのは、以下のような理由による。ま

ず、本研究の分析対象は比較的面積の狭い大阪府であるため、市町村間の通勤が容易である

と考え、所得や失業率をモデルに含めない。同様の理由により、気候もコントロール変数と

しない。加えて、各市町村の固定効果と年ダミーをモデルに含めることで、その他多くの要

因をコントロールできていると考える。また、説明変数のなかに住宅補助政策から影響を受

ける変数がある場合、政策の推定効果にバイアスがかかるが、この“Bad Control”の問題も避

けなければならない（Angrist & Pischke, 2009）。よって本研究では、子育て世帯の生活に深

く関係すると推測される変数のみを、コントロール変数として使用している。 

以上より、分析に用いるモデル 1～4 は以下のように記述できる。なお、𝑖は大阪府の各市

町村を表し、𝑡は 2011 年から 2016 年を表す。𝜇𝑖を各市町村の固定効果とすると、誤差項は 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡であり、𝜀𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀
2) と仮定する。 

 

モデル 1：転入率
𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1住宅補助ダミー
𝑖𝑡

+ 𝛽2児童福祉費
𝑖,𝑡−1

 

+𝛽32012 年ダミー
𝑖𝑡

+ ⋯ + 𝛽72016 年ダミー
𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡 

モデル 2：転入率
𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1住宅補助ダミー
𝑖𝑡

+ 𝛽2児童福祉費
𝑖,𝑡−1

+ 𝛽3保育所定員
𝑖𝑡

 

     + 𝛽42012 年ダミー
𝑖𝑡

+ ⋯ + 𝛽82016 年ダミー
𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡 

モデル 3：転入率
𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1住宅補助ダミー
𝑖𝑡

+ 𝛽2児童福祉費
𝑖,𝑡−1

+ 𝛽3小・中学校数
𝑖𝑡

 

+𝛽42012 年ダミー
𝑖𝑡

+ ⋯ + 𝛽82016 年ダミー
𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡 

モデル 4：転入率
𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1住宅補助ダミー
𝑖𝑡

+ 𝛽2児童福祉費
𝑖,𝑡−1

+ 𝛽3診療所数
𝑖𝑡

 

+𝛽42012 年ダミー
𝑖𝑡

+ ⋯ + 𝛽82016 年ダミー
𝑖𝑡

+ 𝑢𝑖𝑡 

 

次章では、まず、大阪府内 43 市町村全てのデータを用いて上のモデルを推定する。その

後、都市的環境をコントロールするため、商業・近隣商業地の割合が一定以上の市町村のみ

を対象に分析する。 
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第 2節 データ 

住宅補助ダミーの作成にあたっては、市町村への問い合わせ等により、2010 年以降の住

宅補助政策の実施年度と内容を特定した。本研究では子育て世帯の転入に着目するため、新

婚世帯限定の住宅補助政策のみを実施している場合は、住宅補助ダミーを 0 とした。 

住宅補助ダミー以外の変数は全て、商業・近隣商業地域の割合も含めて、公開されている

データを用いて算出したものである。各変数の定義式は表 4-2-1、利用したデータの出典は

表 4-2-2 に記載している。変数の記述統計量は、表 4-2-3 に記載している。 

 

表 4-2-1 分析に使用した変数（住宅補助ダミーを除く）とその定義式 

 

表 4-2-2 変数の作成に利用したデータとその出典 
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表 4-2-3 変数の記述統計量 

注：観測数は、2009 年の商業・近隣商業地域の割合を除く全ての変数において、43 市町村×7 年である。 

 

第 5章 住宅補助政策による子育て世帯の転入促進効果 

 

第 1節 大阪府内全市町村を対象とした分析 

まず、大阪府内全市町村を対象としてモデル 1～4 を推定する。この結果を表 5-1 に示す。 

モデル 1 では、住宅補助ダミーの係数が 0.118 と正であるが、10%水準で有意でない。児

童福祉費の係数も、10%水準で有意でない。モデル 2 では、住宅補助ダミーの係数が 0.086

と正であるが、10%水準で有意でない。児童福祉費、保育所定員数の係数も、10%水準で有

意でない。モデル 3 では、住宅補助ダミーの係数は 0.161 と正であるが、10%水準で有意で

ない。一方、小・中学校数の係数は-0.282 と負であり、1%水準で有意である。児童福祉費の

係数は、10%水準で有意でない。モデル 4 では、住宅補助ダミーの係数は 0.149 と正である

が、10%水準で有意でない。児童福祉費、一般診療所数の係数も、10%水準で有意でない。 

以上より、モデル 1～4 では全て住宅補助ダミーの係数が正であるが、住宅補助政策が子

育て世帯の転入率に影響を与えないとする帰無仮説は、10%水準で棄却されない。この結果

から、住宅補助政策が大阪府内全域で転入を促進する効果を持つ可能性は低いといえる。 

モデル 3 では小・中学校数の係数が 1%有意水準で負であり、通学の利便性が高いと子育

て世帯の転入が抑制されるという、解釈が困難な結果が示されている。このような結果が得

られるのは、人口あたり小・中学校数は人口が少ない地域では極端に多くなるからであると

推測される。人口あたり小・中学校が平均よりも大幅に多い市町村の環境は都市的でなく、

そのような市町村では生活利便性に欠けるなどの理由により転入率が低い可能性がある。 

都市的環境が転入率に大きく影響を与えるとすれば、住宅補助政策は都市的環境の程度
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によって効果を異にする可能性が考えられる。次節ではこれを考慮し、分析対象を狭めるこ

とによって都市的環境をコントロールした分析を行う。 

 

表 5-1 住宅補助政策の転入率への影響（分析対象：大阪府内全市町村） 

被説明変数：15 歳未満の転入率 

注：1）yes は年ダミーが回帰式に含まれていることを表す。 

2）***は 1%, **は 5%, *は 10%の水準で、係数が統計的に有意であることを表す。 

 

第 2節 分析対象を限定して都市的環境をコントロ―ルした分析 

都市的環境をコントロールするために、都市的環境を表す指標に基づいて分析対象とな

る市町村を限定し、再度モデル 1～4 を推定する。この指標には様々なものが考えられるが、

ここでは都市計画法第 9 条によって指定される商業地域と近隣商業地域の合計が可住地面

積に占める割合とする。除かれる市町村は、2009 年に商業・近隣商業地域の割合が全体の

第 1 四分位点以下であった市町村である（千早赤阪村、河南町、太子町、岬町、田尻町、能

勢町、豊能町、大阪狭山市、交野市、泉南市、河内長野市）。分析結果を表 5-2 に示す。 

モデル 1 では、住宅補助ダミーの係数が 0.233 と正であり、5%水準で有意である。児童

福祉費の係数は、10%水準で有意でない。モデル 2 では、住宅補助ダミーが 0.227 と正であ

り、5%水準で有意である。児童福祉費と保育所定員数の係数は、10%水準で有意でない。モ

デル 3 では、住宅補助ダミーの係数が 0.129 と正であり、10%水準で有意である。小・中学

 
係数 

（頑健な標準誤差） 

モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 

住宅補助ダミー 

 

0.118 

(0.106) 

0.086 

(0.114) 

0.161 

(0.097) 

0.149 

(0.108) 

児童福祉費 

 

0.000 

(0.002) 

0.000 

(0.002) 

0.000 

(0.002) 

0.000 

(0.002) 

保育所定員数 

 
 

3.011 

(2.653) 
  

小・中学校数 

 
  

-0.282*** 

(0.035) 
 

一般診療所数 

 
   

-2.557 

(3.497) 

定数項 

 

3.375*** 

(0.733) 

2.257* 

(1.221) 

4.088*** 

(0.700) 

5.337** 

(2.524) 

年ダミー Yes yes Yes yes 

観測数 258 258 258 258 

自由度修正済み決定係数 0.070 0.090 0.131 0.084 

F 値 21.20 18.32 22.93 17.50 

Hausman 検定 2.39 17.75 9.73 57.69 
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校数の係数も 1.804 と正であり、5%水準で有意である。児童福祉費の係数は、10%水準で有

意でない。モデル 4 では、住宅補助ダミーが 0.180 と正であり、10%水準で有意である。一

般診療所数の係数も 3.499 と正であり、10%水準で有意である。児童福祉費の係数は、10%

水準で有意でない。 

以上より、モデル 1～4 全てにおいて住宅補助ダミーの係数は正であり、モデル 1・2 では

5%水準、モデル 3・4 でも 10%水準で帰無仮説が棄却される。したがって、商業・近隣商業

地域の割合が高いでは、住宅補助政策が子育て世帯の転入率を上げる可能性が高い。 

モデル 3 において小・中学校数の係数と一般診療所数の係数は正で、それぞれ 5%水準、

10%水準で有意となっており、都市的環境をコントロールしたことで、通学や通院の利便性

を説明するようになったと考えられる。 

 以上、本章第 1 節と第 2 節より、住宅補助政策は大阪府内全域において子育て世帯の転

入を促進する訳ではないが、商業・近隣商業地域の割合が一定以上の市町村では子育て世帯

の転入を促進する可能性が高いといえる。 

 

表 5-2 住宅補助政策の転入率への影響（分析対象：大阪府内の、商業・近隣商業地域の割合

が一定以上の市町村） 

被説明変数：15 歳未満の転入率 

注：1）yes は年ダミーが回帰式に含まれていることを表す。 

2）***は 1%, **は 5%, *は 10%の水準で、係数が統計的に有意であることを表す。 

 

 
係数 

(頑健な標準誤差) 

モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 

住宅補助ダミー 

 

0.233** 

(0.097) 

0.227** 

(0.100) 

0.129* 

(0.076) 

0.180* 

(0.100) 

児童福祉費 

 

0.001 

(0.002) 

0.000 

(0.002) 

0.001 

(0.002) 

0.000 

(0.002) 

保育所定員数 

 
 

1.560 

(1.240) 
  

小・中学校数 

 
  

1.804** 

(0.697) 
 

一般診療所数 

 
   

3.499* 

(2.060) 

定数項 

 

3.263*** 

(0.577) 

2.799*** 

(0.533) 

-0.297 

(1.357) 

0.712 

(1.454) 

年ダミー Yes Yes Yes Yes 

観測数 192 192 192 192 

自由度修正済み決定係数 0.255 0.260 0.335 0.274 

F 値 46.60 31.58 52.33 38.35 

Hausman 検定 1.43 15.70 6.36 11.75 
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第 6章 住宅補助政策が転入促進効果を持つ背景と政策的含意 

 

住宅補助が転入促進効果を持つのは、住まいを得るための費用が下がることで、実施地域

への移住の投資的価値が高まるからだと考えられる。この考えは、住まいに関する費用が下

がると転入が増えるという先行研究とも矛盾が無い。 

商業・近隣商業地域の割合が低い地域で住宅補助政策の効果が否定される理由について

は、2 点に言及する。第 1 の理由として、他の地域と比べて総合的に利便性が低いことが考

えられる。高橋・伊藤（2016）によると、居住地の買い物の便や通学の便、交通の便などに

対する評価は互いに相関が高く、それらは都市的利便性という因子に寄与する。同研究はま

た、子育て世代の女性の生活環境についての満足度に対し、都市的利便性が正の影響を与え

ることを示している。よって、商業・近隣商業地域の割合が低い地域への移住の価値は、低

く評価される傾向にあると推測される。第 2 の理由としては、商業・近隣商業地域の割合が

低い地域では、賃貸住宅が少ないことが考えられる。大阪府の市町村における商業・近隣商

業地域の割合と居住専用住宅に占める借家の割合の相関を表したものが図 6 である。これ

を見ると、商業・近隣商業地域の割合が小さい市町村では、借家の割合が少ない傾向がある。 

一般に、住宅の取得は賃借と比べてコストが高い。そのため、商業・近隣商業地域の割合

が小さい地域では、住宅にかかる費用が相対的に高いと考えられる。以上のような理由によ

り、都市的でない地域への移住行動が持つ価値は低いと判断されやすく、住宅補助政策だけ

では移住への意欲を高めることができないと推測される。 

 

図 6 商業・近隣就業地域の割合と借家の割合の相関 

注：1）総務省『平成 25 年住宅・土地統計調査』を用いて筆者が作成。 

2）千早赤阪村・太子町・田尻町・能勢町はデータの制約により除かれている。 
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本研究の政策的含意は以下の通りである。まず、商業・近隣商業地域の割合が一定以上と

いう都市的な市町村では、子育て世帯の転入促進に住宅補助政策が貢献しやすい。よって、

現在住宅補助政策を実施していない場合でも、試験的に導入することが期待される。一方、

商業・近隣商業地域の割合が低いような市町村では、住宅補助政策は子育て世帯の転入を促

進しにくい。そのため、現行制度の見直しや、他の効果的な政策の優先が望まれる。 

 

第 7章 おわりに 

 

近年、移住・定住促進を目的とする、市町村独自の住宅補助政策が増加している。これま

でに様々な要因が人口移動・居住地選択に与える影響が分析されているが、住宅補助政策の

転入促進効果に関する定量的な分析は存在しない。 

そこで、本研究では大阪府内市町村のパネルデータを用い、住宅補助政策が子育て世帯の

転入を促進するかどうかをパネル分析により検証した。この結果、商業・近隣商業地域の割

合が一定以上の市町村においては、住宅補助政策が子育て世帯の転入を促進する可能性が

高いことが示された。本研究の貢献は、住宅補助政策の有効性を定量的に分析した点、パネ

ル分析を用いて内生性に対処した点、子育て世帯の移動を促進する要因を分析した点、大阪

府内市町村の住宅補助政策を網羅的に整理した点にある。 

残された課題は主に次の 2 点である。1 点目は、子育て世帯の移住に影響を与えるような

自治体の他の政策を、児童福祉費で十分にコントロールできているかを検討することであ

る。児童福祉費には職員の人件費等も含まれるため、金額の高さが子育て支援策の充実度に

一致しない可能性が考えられる。2 点目は、対象経費や補助額によって住宅補助政策が与え

る効果が異なるかについての検討である。 

限られた財源を最適に使用するためには、施策効果を正確に把握することが重要であり、

その根拠には統計分析の結果が用いられるべきである。このような自治体の EBPM を支え

るために、大阪府以外の地域を対象にした分析や、住宅補助政策の内容の違いによって転入

促進効果が異なるかを検証する分析など、今後様々な実証分析が行われることが望ましい。 
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表 2-2 大阪府内市町村の住宅補助政策 

 

市町村 住宅補助政策 実施年度 対象経費 補助額の上限 対象世帯 

大阪市 

新婚世帯向け家賃補助制

度 

1991～2011 住宅賃借費用 月 2 万円×6 年 新婚世帯 

子育て支援等公社ストッ

ク活用制度 

2004～ 住宅賃借費用 入居者負担率の

下限が 54% 

子育て世帯 

子育て世帯向け分譲住宅

購入融資利子補給制度 

2005～2011 利子 年 10 万円×5 年 子育て世帯 

新婚・子育て世帯向け分

譲住宅購入融資利子補給

制度 

2012～ 利子 年 10 万円×5 年 新婚世帯 

子育て世帯 

堺市 

子育て世帯等住まいアシ

スト事業 

2005～ 住宅賃借費用 月 2 万円×5 年 新婚世帯・子育て

世帯・近居等世帯 

泉北ニュータウン子育て

世帯等住まいアシスト事

業 

2010～ 住宅賃借費用 月 2 万円×5 年 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

岸和田市 
三世代同居近居住宅支援

事業 

2015～2017 住宅取得費用 

リフォーム費用 

50 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

池田市 
親元近距離居住応援補助

金 

2017～ 登記費用 20 万円 子育て世帯 

泉大津市 

定住促進住宅リフォーム

助成金 

2014～2017 リフォーム費用 20 万円 全世帯 

近居・同居等促進住宅リ

フォーム助成金 

2016～ リフォーム費用 30 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

転入促進賃貸住宅家賃助

成金 

2017～ 住宅賃借費用 月 1 万 5 千円×1

年 

若年夫婦世帯 

子育て世帯 

高槻市 
3 世代ファミリー定住支

援事業 

2013～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

20 万円 子育て世帯 

貝塚市 

若年世帯等定住促進住宅

総合事業 若年世帯住宅

取得補助金 

2016～ 住宅取得費用 65 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

若年世帯等定住促進住宅

総合事業 親子同居支援

補助金 

2016～ 引っ越し費用 15 万円 若年世帯 

三世代同居等支援のため

の固定資産税の特例措置 

2016～ 固定資産税 新築軽減税額と

同額を免除×3 年 

子育て世帯 

枚方市 

三世代家族・定住促進補

助金 

2016～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

30 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

結婚新生活支援補助金 2017～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

40 万円 新婚世帯 

茨木市 
多世代近居・同居支援事

業 

2017～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

30 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

泉佐野市 

三世代同居等支援事業 2014～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

10 万円 子育て世帯 

住宅総合助成事業 2015～ 登記費用 

引っ越し費用 

30 万円 全世帯 

2018～ 住宅取得費用 30 万円（ポイン

ト） 

全世帯 

住宅リフォーム助成事業 2016～ リフォーム費用 10 万円 全世帯 

結婚新生活支援事業 2016～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

30 万円 新婚世帯 
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市町村 住宅補助政策 実施年度 対象経費 補助額の上限 対象世帯 

富田林市 近居同居促進給付金事業 2015～ 住宅取得費用 50 万円 若年者 

寝屋川市 

結婚新生活支援補助金 2017～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

30 万円 新婚世帯 

三世代定住支援補助金 2018～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

40 万円 子育て世帯 

河内長野市 

新婚世帯持家取得補助制

度 

2011～2013 住宅取得費用 年 21 万円×3 年 新婚世帯 

新婚世帯家賃補助制度 2011～2013 住宅賃借費用 年 14 万 4 千円×3

年 

新婚世帯 

子育て・若年夫婦マイホ

ーム取得補助制度 

2014～2016 住宅取得費用 30 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

親子近居同居促進マイホ

ーム取得補助制度 

2017～ 住宅取得費用 30 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

松原市 

三世代近居等助成事業 

若者転入促進住宅取得費

用助成事業 

2016 登記費用 2 万円 若者 

子育て世帯 

大東市 
三世代家族推進事業 2015～ 住宅取得費用 

引っ越し費用 

50 万円 子育て世帯 

和泉市 

結婚新生活支援補助金 2016～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

30 万円 新婚世帯 

柏原市 

子育て世帯中古住宅取得

補助金 

2017 住宅取得費用 10 万円 子育て世帯 

子育て世帯住宅取得補助

金 

2018～ 住宅取得費用 10 万円 子育て世帯 

高石市 

二・三世代同居等支援事

業 

 

2012～ 

 

 

固定資産税 

 

 

新築軽減税額の

2分の1を免除×3

年 

近居等世帯 

 

 

子育て世代の定住促進事

業 

 

2016～ 

 

 

固定資産税 

 

 

新築軽減税額の

2分の1免除を×3

年 

子育て世帯 

 

 

在勤者の定住促進事業 

 

 

2017～ 

 

 

固定資産税 

 

 

新築軽減税額の

2分の1を免除×3

年 

在勤者 

 

 

空き家対策補助制度 

 

2016～ 

 

住宅取得費用 

住宅賃借費用 

リフォーム費用 

60 万円 全世帯 

藤井寺市 

結婚新生活支援事業 2017～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

24 万円 新婚世帯 

住宅リフォーム助成事業

（まちなか定住促進事

業） 

2012～ リフォーム費用 10 万円 全世帯 

三世代同居等住宅リフォ

ーム助成制度 

2016～2017 リフォーム費用 30 万円 子育て世帯 

まちなか移住促進事業 2018～ リフォーム費用 30 万円 若年一般世帯 

交野市 

同居・近居促進事業 2016～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

引っ越し費用 

20 万円 子育て世帯 

阪南市 
空き家バンク活用促進事

業 

2017～ 登記費用 

引越し費用 

20 万円 全世帯 

豊能町 
いっしょに住マイル助成

金 

2014～2015 住宅取得費用 

リフォーム費用 

30 万円 子育て世帯 
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注：1）補助額の上限が親世帯との同居・近居の有無や所得等によって異なる場合は、そのなかで最も高い

金額を記載している。 

  2）記載している対象経費・補助額の上限・対象世帯は調査時点（2018 年 10～11 月）の情報に従って

おり、事業・制度の創設当初と異なる場合がある。 

 

 

 

 

市町村 住宅補助政策 実施年度 対象経費 補助額の上限 対象世帯 

忠岡町 

子育て世帯等住宅取得補

助制度 

2015～2017 住宅取得費用 

リフォーム費用 

20 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

子育て世帯等住宅リフォ

ーム補助制度 

2016～ リフォーム費用 15 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

熊取町 

中古住宅取得費補助金 2013～2015 住宅取得費用 10 万円 子育て世帯 

住宅リフォーム補助金 2013～2015 リフォーム費用 10 万円 全世帯 

新築住宅に対する固定資

産税の課税免除 

2013～2015 固定資産税 新築軽減税額と

同額を免除×3 年

×3 年 

若年夫婦世帯 

子育て世帯 

三世代近居等支援に係る

住宅の固定資産税の課税

免除 

2018～ 固定資産税 新築軽減税額と

同額を免除×3 年

×3 年 

若年夫婦世帯 

子育て世帯 

田尻町 

三世代同居・近居 新生活

スタート助成事業 

2016～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

30 万円（取得） 

20 万円（賃借） 

10 万円（引っ越

し） 

若年夫婦世帯 

子育て世帯 

転入・定住促進助成事業 2017～ 住宅取得費用 10 万円（商品券） 全世帯 

岬町 

定住促進新築住宅取得補

助金 

2015～ 住宅取得費用 15 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

定住促進中古住宅取得補

助制度 

2015～ 住宅取得費用 8 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

定住促進対策民間賃貸住

宅家賃補助制度 

2015～ 住宅賃借費用 月 1 万円×2 年 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

結婚新生活支援補助金 2016～ 住宅取得費用 

住宅賃借費用 

引っ越し費用 

30 万円 新婚世帯 

空き家再生事業補助制度 2017～ リフォーム費用 5 万円 全世帯 

太子町 
三世代同居・近居支援補

助 

2017～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

50 万円 子育て世帯 

河南町 

三世代同居・近居支援補

助金 

2016～ 住宅取得費用 

リフォーム費用 

100 万円（取得） 

50 万円（リフォ

ーム） 

若年夫婦世帯 

子育て世帯 

千早赤阪村 

引っ越し費用補助金 2016 引っ越し費用 10 万円 全世帯 

子育て世帯等引っ越し費

用補助金 

2017～ 引っ越し費用 10 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

定住促進家賃補助金 2017～ 住宅賃借費用 月 2 万円×3 年 若年夫婦世帯 

子育て世帯 

空き家改修補助金 2017～ リフォーム費用 50 万円 全世帯 

新築マイホーム取得費用

補助金 

2018～ 住宅取得費用 100 万円 若年夫婦世帯 

子育て世帯 
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